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�ラスパイレス指数の状況　　
　　　 　   （平成１９年４月１日現在）

都内２６市平均東京都小平市

１０２.６１０４.４９９.６
※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給
与水準を１００とした場合の地方公務員の
給与水準を示す指数です。
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�人件費の状況（普通会計決算）
（参考）

１８年度の人件費率
人件費率
（Ｂ/Ａ）

人件費
（Ｂ）実質収支歳出額

（Ａ）
住民基本
台帳人口区　分

１９.７％２０.１％９７億８,８９７万３千円１０億６,１１９万円４８７億７,６７３万２千円２０.３.３１現在
１７万８,３３４人１９年度

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

�職員給与費の状況（普通会計決算）
１人当たり
給与費（Ｂ/Ａ）

給　　与　　費職員数
（Ａ）区　分

計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当等給　料
７１２万円６２億３,０１８万９千円１６億１７３万８千円１０億９,０８４万円３５億３,７６１万１千円８７５人１９年度

※職員手当等には退職手当を含みません。
※職員数は平成１９年４月１日現在の人数です。

�職員の平均給料月額および平均年齢の状況
　　　 　　  　　（平成２０年４月１日現在）

技能労務職一般行政職
区　分 平均年齢

（歳・月）
平均給料
月　　額

平均年齢
（歳・月）

平均給料
月　　額

４５歳２月３１万１,８８９円４３歳１月３５万５,０１２円小平市

４６歳８月３２万２,５５０円４３歳４月 ３５万７２４円東京都

�職員の初任給の状況　　　　　　　
（平成２０年４月１日現在）

国東京都小平市区　分

１７万２,２００円１８万１,２００円１８万１,２００円大学卒
一　般
行政職

１４万１００円１４万２,７００円１４万７,１００円高校卒

�職員の経験年数別・学歴別平均給料
　月額の状況　　 （平成２０年４月１日現在）

経験年数
２０年

経験年数
１５年

経験年数
１０年区　　　分

４０万３，１６７円３３万４，２８４円２７万２，９１４円大学卒一　般
行政職 －－－高校卒

２８万９７１円－－全学歴技　能
労務職

�一般行政職の級別職員数の状況　　　 　　　 　　　　　　　（平成２０年４月１日現在）

計
１級２級３級４級５級６級７級８級区　分

主事主事主任係長課長補佐課長課長部長標準的な
職務内容

５７０人１５人１６０人８１人１７３人６２人３０人３１人１８人職員数

１００.０％２.６％２８.１％１４.２％３０.３％１０.９％５.３％５.４％３.２％構成比

※給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です（税務職、薬剤師・医療技術職、看護・保健職、福祉
職、技能労務職、教育公務員を除く）。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

�昇給期間短縮の状況（一般行政職）
平成１９年度平成１８年度区　　　分

５８５人５９２人職員数（Ａ）

８３人８５人普通昇給期間（１２月）を短縮して
昇給した職員数（Ｂ）

１４.２％１４.４％比率（Ｂ/Ａ）

※職員は通常１２か月良好な成績で勤務したとき昇給しますが、勤務成績が特に良好な場合、昇給期間が短縮
されます。

　小平市職員の給与制度については、市議会における給与条例、予算などの

審議がなされた後に決定されています。

　その内容について、市民の皆さんにご理解をいただくため、平成２０年４月

１日現在の小平市の職員給与などの状況を、次のとおりお知らせします。

問合せ　職員課�０４２（３４６）９５１４

小 平 市 職 員 の 給 与小 平 市 職 員 の 給 与

�職員手当の状況
国東　京　都小　平　市区　　　分

勤　勉期　末勤　勉期　末勤　勉期　末

期末勤勉手当
（平成１９年度）

０.７５月分１.４０月分０.５月分１.６０月分０.６０月分１.４５月分６月期分

０.７５月分１.６０月分０.５月分１.６５月分０.６０月分１.５５月分１２月期分

－－－０.２５月分－０.３０月分３月期分

１.５０月分３.００月分１.００月分３.５０月分１.２０月分３.３０月分計

有有有職務上の段階に
よる加算措置

勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合

退職手当
（平成１９年度）

５９.２８月分５９.２８月分５９.２０月分５０.００月分５９.２０月分５０.００月分最高限度額

３０.５５月分２３.５０月分３３.５０月分２４.２５月分３３.５０月分２４.２５月分勤続２０年

４１.３４月分３３.５０月分４３.５０月分３２.５０月分４３.５０月分３２.５０月分勤続２５年

５９.２８月分４７.５０月分５９.２０月分４９.７５月分５９.２０月分４９.７５月分勤続３５年

定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）その他の
加算措置

２,７２１万２千円５２３万５千円１人当たり平均支給額

※退職手当の支給率については、平成２０年度のものです。
※退職手当の１人当たりの平均支給額は、平成１９年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

お知らせします

�特別職の報酬等の状況　　　　　　　　　  　　（平成２０年４月１日現在）
支給割合計支給割合区　分給料等月額区　分

４.４０月分

２０年度６月期
２.０５月分市　　長

副 市 長期
末
手
当

１０５万円市　　長給　

料 ２０年度１２月期
２.３５月分９０万円副 市 長

２０年度６月期
２.０５月分

２０年度１２月期
２.３５月分

議　　長

副 議 長

議　　員

６５万円議　　長
報　

酬
５８万円副 議 長

５５万円議　　員

�部門別職員数の状況と主な増減理由　　　　   （平成２０年４月１日現在）

主な増減理由対前年
増減数

職　員　数
区　　　分

平成２０年平成１９年
０１０１０議　　会

一般行政部門

業務増　３１７０１６７総務企画
　０６６６６税　　務

事務の統廃合・縮小、退職不補充▲７２９０２９７民　　生
０４５４５衛　　生
０４４農林水産
０６６商　　工

事務の統廃合・縮小、退職不補充▲３８３８６土　　木
▲７６７４６８１小　　計

事務の統廃合・縮小、退職不補充▲２１９３１９５教　　育
特別行政部門

▲２１９３１９５小　　計
０１６１６下 水 道

公営企業等
会計部門 事務の統廃合・縮小▲２５０５２そ の 他

▲２６６６８小　　計
▲１１９３３９４４合　　　計

※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員など
を含み、臨時または非常勤職員を除いています。

全地域支給対象地域

地域手当
（平成２０年
４月１日現在）

１４.５％支給率

９５５人支給対象
職員数

地域区分により
１８％～０％

国の制度
（支給率）

５６万４,６１２円

支給対象職員
１人当たり
平均支給年額
（１９年度決算）

２億６,１０２万２千円支給総額
平成
１９年度

時間外
勤　務
手　当

２６万９千円
職員１人
当たり
支給年額

２億６,０４２万５千円支給総額
平成
１８年度

２６万８千円
職員１人
当たり
支給年額

※国の支給率は１６％～０％の経過措置中です。

　�定員管理の数値目標の年次別進ちょく状況（実績）の概要 （各年４月１日現在）

　（参考）小平市行財政再構築プランにおける定員管理の数値目標

数　値　目　標
計　　画　　期　　間

終　　　期始　　　期

１９人の純減平成２２年４月１日平成１９年４月１日

（参考）
数値目標計平成

２０年
平成
１９年

平成
１８年

平成
１７年

　　　　　区　　分
部　　門　　　　　　

－－６７４６８１６８６６９０職員数
一般行政

－▲１６▲７▲５▲４増　減

－－１９３１９５１９８１９７職員数
教　　育

－▲４▲２▲３１増　減

－－－－－－職員数
消　　防

－－－－－増　減

－－６６６８６８８３職員数公営企業等
会　　計 －▲１７▲２０▲１５増　減

９２６－９３３９４４９５２９７０職員数
合　　計

▲４４▲３７（８４.１％）▲１１▲８▲１８増　減
※（　％）内の数値は、数値目標に対する進ちょく率を示しています。
※増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては平成１７年から平成
２０年までの職員増減数の累計を示しています。

�定員管理の数値目標および進ちょく状況
　�平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

純減率純減数平成２２年４月１日職員数平成１７年４月１日職員数
４.５％４４人９２６人９７０人

　　　　　　　　　 　　（平成２０年４月１日現在）

国の制度の内容内　　容区分

配偶者１万３，０００円
その他の扶養親族１人につき月額６，５００円
満１６歳から２２歳までの子について５，０００円
加算措置

配偶者１万３，６００円
その他の扶養親族１人につき月額６，６００円
満１６歳から２２歳までの子について４，０００円
加算措置

扶養
手当

自己所有住宅…月額２，５００円
賃貸住宅…月額２万７，０００円まで月額８，９００円住居

手当

６か月分を一括支給
交通機関利用者…１か月当たりの支給限度額
５万５，０００円まで
自転車等利用者…通勤距離に応じて支給

６か月分を一括支給
交通機関利用者…１か月当たりの支給限度額
５万５，０００円まで
自転車等利用者…通勤距離に応じて支給

通勤
手当

全　職　種区　　　分

特殊勤務手当
（平成１９年度）

７.９％職員全体に占める手当支給職員の割合
１万１,６９７円支給対象職員１人当たり平均支給年額

６手当の種類

滞納整理手当、福祉事務手当支給額の多い手当代表的な
手 当 の
名　　称 犬猫等死体処理手当支給対象者の多い手当
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今
回
の
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象
は
、

長
寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と

同
じ
世
帯
に
い
る　

歳
〜　

歳

７０

７４

の
方
の
合
計
収
入
額
が
５
百　
２０

万
円
未
満
に
な
る
方
で
、
一
部

負
担
金
の
割
合
が
３
割
か
ら
１

割
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
一
部
負
担
金
の
割
合

が
、「
３
割
※
自
己
負
担
限
度

額
「
一
般
」
適
用
」
と
表
記
さ

れ
て
い
る
保
険
証
を
お
持
ち
の

方
に
は
、　

月
中
に
１
割
と
表

１２

記
さ
れ
た
保
険
証
を
お
送
り
し

ま
す
。

�　

歳
誕
生
月
の
自
己
負
担
限

７５
度
額
（
表
２
）

　
　

歳
の
誕
生
月
は
、
そ
れ
ま

７５
で
加
入
し
て
い
た
国
民
健
康
保

険
（
国
保
）
な
ど
の
健
康
保
険

お
よ
び
長
寿
医
療
制
度
の
自
己

負
担
限
度
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

制
度
で
半
額
ず
つ
に
変
更
さ
れ

ま
す
。

　

会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
加

入
者
本
人
が
長
寿
医
療
制
度
に

移
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
被
扶
養

者
が
国
保
に
加
入
し
た
場
合

も
、
そ
の
月
は
そ
れ
ぞ
れ
の
制

度
で
半
額
ず
つ
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
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に
さ
か
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ぼ
っ
て
適
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さ
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ま

す
。
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と
…
広
域
連
合
お
問
合
せ
セ
ン

タ
ー
�
０
５
７
０
（
０
８
６
）

５
１
９
、
東
京
都
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
�　

（
３
２
２

０３

２
）
４
４
９
９

▽
長
寿
医
療
制
度
の
手
続
き
…

保
険
年
金
課
後
期
高
齢
者
医
療

係
�　

（
３
４
６
）
９
５
３
８

０４２

 　
　

歳
〜　

歳
の
国
保
加
入
者

７０

７４

に
つ
い
て
も
、
長
寿
医
療
制
度

と
同
様
の
変
更
が
あ
り
ま
す
。

国

民

健

康

保

険

�

�

�

�

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

現
在
、
一
部
負
担
金
の
割
合

が
「
３
割　

自
己
負
担
限
度
額

一
般
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
高

齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
に

は
、　

月
中
に
１
割
と
表
記
さ

１２

れ
た
高
齢
受
給
者
証
を
お
送
り

し
ま
す
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
�　

（
３
４
６
）
９

０４２

５
２
９

　

市
で
は
、
休
日
や
夜
間
に
も

証
明
書
を
取
る
こ
と
が
で
き

る
、
便
利
な
証
明
書
自
動
交
付

機
（
交
付
機
）
を
市
内
６
か
所

に
設
置
し
て
い
ま
す
（
下
表
）。

　

交
付
機
の
利
用
に
は
、
暗
証

番
号
を
登
録
し
た
「
こ
だ
い
ら

市
民
カ
ー
ド
」
ま
た
は
利
用
登

録
し
た
「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
」
が
必
要
で
す
。

�
印
鑑
登
録
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
こ
だ
い
ら
市
民
カ
ー
ド
へ

の
交
換
を

と
こ
ろ　

市
役
所
１
階
市
民

課
、
東
部
・
西
部
出
張
所

持
ち
物　

印
鑑
登
録
証
、印
鑑
、

官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
き
身

分
証
明
書（
運
転
免
許
証
、パ
ス

ポ
ー
ト
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
な
ど
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
市
民
課
の
窓
口
で
は
、
土
曜

日
（
祝
日
を
除
く
）
の
午
前
８

時　

分
〜
午
後
０
時　

分
も
手

３０

１５

続
き
が
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
民
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
８
０
４

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 　

国
民
年
金
は
、
国
内
に
住
む

　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
が
加

２０

６０

入
す
る
制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
に
は
、　

歳
か
ら

６５

の
老
齢
基
礎
年
金
や
、
万
が
一

の
場
合
の
障
害
基
礎
年
金
、
遺

族
基
礎
年
金
な
ど
が
あ
り
、
こ

れ
ら
の
受
給
に
は
、
国
民
年
金

に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
付
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
方
は
、
免
除
制
度
、
学
生

納
付
特
例
、
若
年
者
納
付
猶
予

な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

 　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
全

　

歳
に
な
っ
た
ら

２０加

入

を

�

�

�

�

�����

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

保
険
料
は
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
で
も
払
え
ま
す

�

�

�

�

�����

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

国
の
銀
行
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
か
ら
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
で
も
納
付
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納

付
は
、
事
前
申
込
み
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
納
付
方
法
は
、
次

の
３
種
類
で
す
。

▽
毎
月
払
い

▽
半
年
分
払
い
（
前
納
）

▽
１
年
分
払
い
（
前
納
）

※
前
納
に
よ
る
割
引
制
度
は
、

現
金
で
の
納
付
と
同
様
に
受
け

ら
れ
ま
す
（
た
だ
し
、
支
払
い

回
数
が
１
回
払
い
の
み
）。

※
保
険
料
が
一
部
免
除
の
場
合

や
、
過
去
の
未
払
い
分
に
は
利

用
で
き
ま
せ
ん
。

※
口
座
振
替
割
引
の
適
用
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

カ
ー
ド
会
社
が
立
て
替
え
て

支
払
い
を
し
、
そ
の
分
が
請
求

さ
れ
る
た
め
、
請
求
時
期
な

ど
、
詳
し
く
は
お
近
く
の
社
会

保
険
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

 　

将
来
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
る
に
は
、　

歳
か
ら

２０

　

歳
ま
で
の　

年
間
、
国
民
年

６０

４０

金
の
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

納
め
忘
れ
た
分
を
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
く
と
、
年
金
額
が
少

な
く
な
る
こ
と
や
、
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
の
受
け
取
り
が
で

き
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ

う
。

 　

年
金
を
受
け
て
い
る
方
が
亡

く
な
っ
た
と
き
は
、
届
け
出
が

必
要
で
す
。

届
け
出
の
種
類　

▽
年
金
受
給

保
険
料
の
納
め
忘
れ
は

あ

り

ま

せ

ん

か

�

�

�

�

�����

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

年

金

受

給

者

が

亡
く
な
っ
た
と
き
は

届

け

出

を

�

�

�

�

������

������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

設
備
な
ど
の
資
産
の
所
有
状
況

を
申
告
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
用
資
産
は
償

却
資
産
と
呼
ば
れ
、
土
地
、
家

屋
と
と
も
に
固
定
資
産
税
の
対

象
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

新
た
に
事
業
を
始
め
た
方
な

ど
、申
告
書
が
必
要
な
方
は
、問

合
せ
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

償
却
資
産
に
は
、
大
き
く
分

け
て
次
の
よ
う
な
資
産
が
あ
り

ま
す
。

▽
構
築
物
…
看
板
類
、
フ
ェ
ン

ス
、
屋
外
照
明
、
駐
車
場
の
舗

装
ほ
か

▽
機
械
、
装
置
、
車
両
お
よ
び

運
搬
具
、
備
品
ほ
か

　

税
務
署
へ
の
確
定
申
告
や
事

業
決
算
に
あ
た
り
、
毎
年
、
減

価
償
却
資
産
と
し
て
計
上
し
て

い
る
資
産
が
、
原
則
と
し
て
対

象
に
な
り
ま
す
。

※
車
両
の
う
ち
、
自
動
車
税
・

軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な

る
も
の
は
対
象
外
で
す
。

※
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
の

２１

事
業
用
資
産
の
所
有
状
況
を
、

２
月
２
日（
月
）ま
で
に
、
問
合

せ
先
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
１

 　

市
報　

月　

日
号
で
掲
載
し

１１

２０

た
「
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
」

の
表
中
、「
住
民
税
が
非
課
税

の
方
の
必
要
書
類
」
の
平
成　
１９

年
度
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知

書
は
、
平
成　

年
度
介
護
保
険

２０

料
額
決
定
通
知
書
の
誤
り
で
し

た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま

す
。　
　
　
 
〈
高
齢
者
福
祉
課
〉

お
詫
び
と
訂
正

な
年
金
制
度
で
す
。

加
入
で
き
る
方　
　

歳
以
上　

２０

６０

歳
未
満
の
国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
（
保
険
料
を
免
除
・
猶

予
さ
れ
て
い
る
方
、
農
業
者
年

金
の
被
保
険
者
を
除
く
）

年
金
の
種
類　

終
身
年
金
、
確

定
年
金

※
そ
れ
ぞ
れ
老
齢
年
金
と
遺
族

一
時
金
が
、
掛
金
に
応
じ
て
支

給
さ
れ
ま
す
。

※
掛
金
月
額
は
、
給
付
の
型
、

加
入
口
数
（
上
限
６
万
８
千

円
）、
加
入
時
の
年
齢
、
性
別
に

よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

※
収
め
た
掛
金
は
、
全
額
が
所

得
控
除
の
対
象
と
な
り
、
所
得

税
や
住
民
税
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

問
合
せ　

東
京
都
国
民
年
金
基

金
�　

（
５
２
８
５
）
８
８
０

０３

０
（
土
曜
・
日
曜
日
、祝
日
を
除

く
、
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

 
�
提
出
は
２
月
２
日（
月
）ま
で

　

市
内
で
事
業
を
経
営
し
て
い

る
法
人
や
個
人
の
方
は
、
そ
の

事
業
の
た
め
に
用
い
る
機
械
や

償

却

資

産

の

申

告

書

を

お
送
り
し
ま
す

権
者
死
亡
届

▽
未
支
給
年
金
・
保
険
給
付
請

求
書（
未
払
い
分
が
あ
る
場
合
）

提
出
先　

最
寄
り
の
社
会
保
険

事
務
所

※
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
年
金

が
支
払
わ
れ
て
し
ま
い
、
後

日
、
遺
族
の
方
に
返
納
し
て
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
遺
族
の
範
囲
や
未
払
い
分
な

ど
、
詳
し
く
は
最
寄
り
の
社
会

保
険
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。ま
た
、ね
ん
き
ん
ダ

イ
ヤ
ル
�
０
５
７
０
（　

）
１

０５

１
６
５
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

▽
制
度
、
納
付
、
死

亡
届
に
関
す
る
こ
と
…
武
蔵
野

社
会
保
険
事
務
所
�
０
４
２
２

（　

）
１
４
１
１

５６
▽
年
金
加
入
の
手
続
き
…
保
険

年
金
課
�　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

３
１

 　

国
民
年
金
基
金
と
は
、
自
営

業
者
な
ど
の
国
民
年
金
に
加
入

し
て
い
る
方
が
、
よ
り
充
実
し

た
年
金
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
任
意
で
加
入
で
き
る
公
的

国
民
年
金
基
金
に

加
入
し
ま
せ
ん
か

表２　７５歳誕生月の１か月の自己負担限度額

６月５月４月　

現　
　
　

行

��１２，０００円１２，０００円国民健康保険、
会社の健康保険など

１２，０００円１２，０００円��長寿医療制度

１２，０００円２４，０００円１２，０００円合計負担限度額

６月５月４月　

変　

更　

後

��６，０００円１２，０００円国民健康保険、
会社の健康保険など

１２，０００円６，０００円��長寿医療制度

１２，０００円１２，０００円１２，０００円合計負担限度額

証明書自動交付機　設置場所・利用時間

利　　用　　時　　間設置場所

月曜～金曜日　　　午前８時３０分～午後８時市　役　所
東部出張所
西部出張所
市民総合体育館

土曜日　　　　　　午前８時３０分～午後５時

日曜日、休日　　　午前９時～午後５時

月曜～土曜日　　　午前８時３０分～午後５時
大沼公民館・図書館

日曜日、休日　　　午前９時～午後５時

月曜～金曜日　　　午前９時～午後８時市民文化会館
（ルネこだいら） 土曜・日曜日、休日　午前９時～午後５時

※年末年始、各施設の休館日は利用できません。詳しくは、各施設にお問い合
わせください。
※市民文化会館は原則として、第４月曜日とその翌日、市民総合体育館は第１
月曜日（休日にあたる場合はその翌日）が休館日です。
※市民文化会館には駐車場がありません。

� ���������������������

� ���������������������

� ���������������������

� ���������������������

�

印鑑登録証 こだいら市民カード

（例：５月に７５歳の誕生日を迎える方で、１か月の自己負担限度額が「一般」の
外来の場合）

長寿医療制度の被保険者の住民税の課税所得が１４５万円以上でも、基準収入額適用申請により１割負担になる場合

１か月の自己負担限度額
一部負担金
の割合 入院＋外来の場合

（世帯ごと）
外来だけの場合
（個人ごと）

４４，４００円１２，０００円１割

基
準
収
入
額

適
用
申
請

� �

表１　医療費の一部負担金の割合

平成１９年中の総収入額
　　２人以上世帯の場合は
　　合算した額

同一世帯に属する長寿
医療制度の被保険者の
人数

３８３万円未満１人
５２０万円未満２人以上

〔３割※自己負担限度額「一般」適用〕
長寿医療制度の被保険者の住民税の課税所得が１４５万円以上でも、基準収入額適用申請により１か月の自己負担限度額が軽減される場合

１か月の自己負担限度額
一部負担金
の割合 入院＋外来の場合

（世帯ごと）
外来だけの場合
（個人ごと）

４４，４００円１２，０００円３割

１か月の自己負担限度額
一部負担金
の割合 入院＋外来の場合

（世帯ごと）
外来だけの場合
（個人ごと）

４４，４００円１２，０００円１割

※７０歳～７４歳の方（広域連合から、一定の障がいがある
と認定を受けた方を除く）は、加入している健康保険
から「高齢受給者証」が交付されています。

今回の変更点 平成２１年１月から

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国

民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金

国

民
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市
の
手
続
き
や
窓
口
の
案
内
、
休
日
応
急
診

療
医
や
市
内
の
医
療
機
関
検
索
な
ど
の
、
く
ら

し
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

利
用
方
法　

お
持
ち
の
携
帯
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話
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イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
サ
ー
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利
用
い
た
だ
き
Ｕ
R
L

（http://w
w
w
.city.kodaira.tokyo.jp/m

/

）
を
入
力
し
て
ア

ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。
バ
ー
コ
ー
ド
読
み
取
り
機
能
の
あ
る

携
帯
電
話
か
ら
は
右
図
を
読
み
取
る
と
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。
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平成１９年中の総収入額
長寿医療制度の被保険者と高
齢受給者証所持者の総収入額

同一世帯で高齢受給者
証（※）を所持してい
る方がいる場合

５２０万円未満

�

基
準
収
入
額

適
用
申
請

�（ ）

（ ）


